
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
「
持
続
可
能
で
よ
り
よ
い

世
界
を
目
指
す
た
め
の
国
際
社
会
共
通
の
目

標
」
の
こ
と
で
す
。
地
球
規
模
で
の
環
境
・

社
会
問
題
が
深
刻
化
す
る
な
か
で
、
国
際
社

会
が
協
調
し
て
課
題
解
決
を
図
る
観
点
か

ら
、「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
二
〇
三

〇
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
に
記
載
さ
れ
る
形
で
二
〇

一
五
年
九
月
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
に
て
採
択
さ

れ
、
二
〇
一
六
年
か
ら
二
〇
三
〇
年
ま
で
の

国
際
的
な
取
組
目
標
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
内
容
は
、
二
〇
〇
一
年
に
策
定
さ
れ

た
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
（
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
の

後
継
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
、
多
岐
に

わ
た
る
テ
ー
マ
に
よ
る
一
七
の
ゴ
ー
ル
・
一

六
九
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
二
四
四
の
指
標
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
地
球
上
の
「
誰
一
人
取
り

残
さ
な
い
（leave no one behind

）」
こ

と
を
誓
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
目
指
す
の
は
、「
経

済
」・「
社
会
」・「
環
境
」
の
三
つ
の
側
面
で

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
社
会
で
あ
り
、
一
七
の

目
標
は
こ
の
三
つ
の
分
野
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
異
な
り
、
発

展
途
上
国
の
み
な
ら
ず
、
先
進
国
も
取
り
組

特集

JAとSDGs

1

全国農業協同組合中央会 ＪＡ改革推進部

ＪＡグループの
ＳＤＧｓ達成に向けた
取組みについて
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「
行
動
の
一
〇
年
」
と 

新
型
コ
ロ
ナ

　

国
際
連
合

（
以
下
、「
国

連
」
と
い
う
）

は
二
〇
一
九
年

九
月
に
開
催
さ

れ
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

サ
ミ
ッ
ト
に
お

い
て
全
会
一
致

で
採
択
さ
れ
た

政
治
宣
言
「
持
続
可
能
な
開
発
に
向
け
た
行

動
と
遂
行
の
一
〇
年
に
向
け
た
態
勢
強
化
」

に
よ
っ
て
、
加
盟
国
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
期
限
ま

で
に
達
成
し
、
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
た
め

に
、
資
金
を
動
員
し
、
国
内
で
の
実
施
を
拡

充
し
、
制
度
を
強
化
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま

し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
「
行
動
の
一
〇
年
」
は
始
動
し
ま

し
た
。
そ
ん
な
矢
先
に
発
生
し
た
の
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
す
。

国
連
は
二
〇
二
〇
年
七
月
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達

成
状
況
を
ま
と
め
た
報
告
書
を
公
表
し
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
例
え
ば
目
標
一
「
貧
困
の

撲
滅
」
に
つ
い
て
、
一
日
一
ド
ル
九
〇
セ
ン

ト
未
満
で
暮
ら
す
極
度
の
貧
困
層
の
割
合
は

二
〇
二
〇
年
は
八
・
四
％
か
ら
八
・
八
％

特集

2

ＪＡふくしま未来の
「誰も取り残さない」地域づくり

日本協同組合連携機構 副主任研究員　阿高 あや

【図表】国連 SDG ｓの「行動の 10 年」のロゴ

出典：国連広報センター

協同組合理念と
SDGsの共通性

JAとSDGs
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画 2020年 重要判例解説ダイジェスト企別特 画 2020年 重要判例解説ダイジェスト企別特

基
づ
き
、
本
件
預
金
債
権
に
つ

き
本
件
差
押
・
転
付
命
令
を

得
、
各
命
令
は
Ａ
と
Ｙ
銀
行
に

送
達
さ
れ
、
確
定
し
た
。

③�

Ｘ
は
、
本
件
転
付
命
令
に
基
づ

き
Ｙ
銀
行
に
本
件
預
金
の
支
払

い
を
求
め
た
。
Ｙ
銀
行
は
、
Ｚ

か
ら
「
他
者
か
ら
の
支
払
請
求

に
は
応
じ
な
い
よ
う
に
」
と
の

要
請
を
受
け
て
い
た
の
で
、
Ｘ

の
支
払
請
求
を
拒
絶
し
、
本
件

預
金
を
債
権
者
不
確
知
に
よ
り

供
託
し
た
（
本
件
供
託
）。

④�

Ｘ
は
、
Ｙ
銀
行
に
対
し
て
本
件

預
金
の
支
払
い
を
求
め
る
本
件

訴
訟
を
提
起
し
、
Ｚ
は
、
本
件

訴
訟
に
独
立
当
事
者
参
加
を

し
、
本
件
供
託
金
還
付
請
求
権

が
自
己
に
属
す
る
こ
と
の
確
認

を
求
め
た
。

〈
争
点
〉

　
預
金
債
権
の
転
付
命
令
が

あ
っ
た
場
合
、
金
融
機
関
は
債

権
者
不
確
知
に
よ
り
預
金
を
供

託
で
き
る
か
。

【
事
案
】

①�

Ａ
は
、
自
社
名
義
で
Ｙ
銀
行
に

普
通
預
金
口
座
を
開
設
し
た
。

同
口
座
に
は
、
七
五
〇
〇
万
円

の
本
件
預
金
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
預
金
者
は
、
出
捐
者
の
Ｚ
で

あ
っ
た
（
本
件
判
決
の
認
定
）。

②�

Ｘ
は
、
Ａ
に
対
す
る
貸
付
債
権

の
債
務
名
義
（
公
正
証
書
）
に

預
金
債
権
に
対
す
る
転

付
命
令
と
債
権
者
不
確

知
に
よ
る
預
金
の
供
託
の
適
否

（
東
京
高
判
令
和
元
・
九
・
一

八
金
融
・
商
事
判
例
一
五
八
二

号
四
〇
頁
。
本
誌
五
九
七
号
五

〇
頁
参
照
） （

貯
金
）

特 別 企 画━ 2 0 2 0年━

重要判例解説ダイジェスト
2020 年も、金融界に大きな影響を及ぼす判例が数多く出され
ました。12 月号では、毎年恒例の特別企画として、重要判例
をダイジェストで紹介いたします。本誌や判例誌に掲載された
もののうち、ＪＡの業務に深く関わる 12 の判例解説を、１年
間のおさらいとしてご活用ください。

弁護士
（元大阪高等裁判所判事）

黒田 直行

〈掲　載　項　目〉
１�．預金債権に対する転付命令と債権者不確知による預金の供
託の適否

２�．包括受遺者による相続預金の払戻しと遺言執行者の遺言執
行に対する妨害

３．資金移転先預金口座の取引停止の要件

４．債権差押えによる請求債権の消滅時効中断の要件
５．再転相続人の相続放棄熟慮期間の起算点
６�．相続開始後認知によって相続人になった者の遺産分割に代
わる価額請求の額

７．療養看護を理由とする寄与分
８．自筆証書遺言となる文書とならない文書
９�．相続分なきことの証明書の効力と共同相続人の一人による
相続不動産の占有と時効取得

10．遺産分割協議の対象から漏れた遺産の分割方法

11�．未成年後見人が未成年者を代理して締結した「後見人を保
険金受取人とする生命保険契約」の効力

12�．農協の組合員に対する他業者への出荷制限と独占禁止法違
反

貯
　
金

管
　
理

そ
の
他

１
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り
、
エ
ビ
養
殖
産
業
は
年
一
〇
％
前

後
で
成
長
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
二
〇
一
六
年
の
日
本
の
エ
ビ

漁
獲
量
が
一
・
七
万
ｔ
で
あ
る
の
に

対
し
、
輸
入
量
は
一
七
・
五
万
ｔ
で

自
給
率
は
わ
ず
か
九
・
六
％
で
す
。

⑵
　
海
産
エ
ビ
養
殖
の
ネ
ッ
ク

　

で
は
、
な
ぜ
農
地
で
の
海
産
エ
ビ

養
殖
を
見
か
け
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
大
き
く
四
つ
の
ボ
ト
ル

ネ
ッ
ク
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

第
一
に
、
海
水
を
飼
育
水
と
し
た

場
合
、
海
水
は
下
水
に
流
せ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
海
水
の
流
出
は
当
該
土

壌
お
よ
び
下
流
域
に
塩
害
を
も
た
ら

し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

第
二
に
、
エ
ビ
は
ど
の
種
類
も
共

食
い
を
し
ま
す
。
共
食
い
を
抑
え
る

に
は
広
い
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
す
。

前
掲
の
平
川
ど
じ
ょ
う
生
産
組
合

も
、
ド
ジ
ョ
ウ
の
前
に
テ
ナ
ガ
エ
ビ

に
挑
戦
し
た
と
こ
ろ
、
共
食
い
が
激

し
く
断
念
し
た
そ
う
で
す
。

　

第
三
に
、
食
べ
残
し
た
餌
や
排
泄

物
、
脱
皮
殻
、
死
骸
に
よ
り
、
飼
育

水
の
水
質
が
悪
化
し
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
排
水
は
、
河
川
・
湖
沼
・
海
を

汚
染
し
ま
す
。

農業経営に変革を起こす !? 農業特許・
注目技術の目利き

積
が
減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
耕
地
利
用
率
は
低
下
し
続
け
て

い
ま
す
。
二
〇
一
九
年
の
耕
地
利
用

率
（
農
林
水
産
省
統
計
）
は
、
田
は

九
二
・
八
％
、
畑
は
八
九
・
八
％
と

い
ず
れ
も
前
年
よ
り
〇
・
二
％
低
下

し
ま
し
た
。

　

耕
作
放
棄
地
・
転
作
田
対
策
と
し

て
は
、
平
川
ど
じ
ょ
う
生
産
組
合
等

の
ド
ジ
ョ
ウ
養
殖
が
有
名
で
す
。
し

か
し
、
ド
ジ
ョ
ウ
は
需
要
拡
大
が
見

込
ま
れ
る
産
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
エ
ビ
の
世
界
市
場
は
、
二

〇
一
八
年
時
点
で
四
五
〇
億
米
ド
ル

に
達
し
、
二
〇
二
四
年
ま
で
年
平
均

五
・
二
％
の
成
長
が
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
五
五
％
が
養
殖
で
あ

　連載

第 8 回 監修・アグリ創研株式会社 代表取締役　浅野 卓

浅野 卓　知的財産アナリスト（特許／コンテンツ） 
　　　　 一級知的財産管理技能士（ブランド／特許／コンテンツ）
専門は知財戦略、ブランド戦略、事業モデル構築。アグリ創研株式会社代表取締役、浅野国際特許事務
所附属研究所副所長として、全国・地域のＪＡの顧問を歴任。農林水産省国立研究開発法人審議会専門
委員、特許庁地域団体商標普及啓発事業外部委員・座長、東京都立大学大学院兼任講師、６次産業化プ
ランナー（中央）、知財経営モデル支援専門家（関東経済産業局）を現任。主著に『実践知的財産法』。

第
８
回 

「
も
っ
と
食
べ
た
い
！
」 

に
応
え
る
世
界
初
の
陸
上

屋
内
型
エ
ビ
淡
水
養
殖
法

１　
製
品
・
発
明
の
紹
介

　

今
回
は
、
海
産
エ
ビ
、
と
り
わ
け

「
バ
ナ
メ
イ
エ
ビ
」
の
農
地
で
の
淡

水
養
殖
を
可
能
に
し
た
国
際
農
研
の

特
許
群
を
取
り
上
げ
ま
す
。
こ
の
中

核
技
術
は
、
第
七
回
産
学
官
連
携
功

労
者
表
彰
で
、
農
林
水
産
大
臣
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。

⑴
　
耕
作
放
棄
地
・
遊
休
地
の
増
加

　

二
〇
一
〇
年
以
降
、
作
付
延
べ
面

法人紹介
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター（国際農研）
代表者　理事長　岩永 勝
事業内容
① 熱帯・亜熱帯に属する地域その他開発途

上地域における農林水産業に関する技術
向上のための試験研究

② これらの地域における農林水産業に関す
る国内外の資料の収集・整理から、分析
結果の提供までの事業

③ 試験研究の成果を活用する事業者への出
資や人的・技術的支援

④ 上記の業務を通じた、世界の食料問題、
環境問題の解決および農林水産物の安定
供給等への貢献
所在地　茨城県つくば市大わし 1-1
ＵＲＬ　https://www.jircas.go.jp/
連絡先　 企画連携部企画管理室 

（ＴＥＬ 029-838-6330）
設立・沿革
1970 年　 農林省「熱帯農業研究センター」

が発足。
1993 年　 農林水産省「国際農林水産業研

究センター」に改組
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